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　介護保険とは「老後の安心をみんなで支える」という仕組みで、
40歳以上の人が介護保険料を納めます。40歳から64歳までは医
療保険の一部として納め、65歳からは原則として年金からの天引
きとなりますが、条件により年金から天引きされない人は、納付書
での納付となります。
決定通知書・納付通知書を発送します
　65歳以上で、特別徴収（介護保険料が年金から天引きされる）
の人には、７月下旬に「介護保険料決定通知書」を郵送します。ま
た、普通徴収（介護保険料が年金から天引きされない）の人には、
７月中旬に「介護保険料納付通知書」を郵送しますので、納期限ま
での納付に御協力ください。
納付方法
　普通徴収の人の納期は７月から翌年２月までの８回です。市役所
１階の長寿支援課、新里・黒保根支所、境野・広沢・梅田・相生・
川内・菱公民館、市が指定する金融機関のいずれかで納付してくだ
さい。
　また、納付に便利な口座振替も利用できます。希望する人は、納
付通知書に同封されている申込用紙に必要事項を記入し、通帳と届
出印を持参の上、金融機関で手続きをしてください。
　なお、何らかの理由により、納付手続きが難しい場合、訪問徴収
員がお伺いすることもできます。
　特別な事情がなく、保険料の滞納が続く場合、利用者負担が３割
になるなどの措置がとられますので、御注意ください。
　問い合わせは、長寿支援課介護管理給付係（☎内線390～393）へ。

特別徴収の人には、「介護保険料決定通
知書」（見本①）を郵送します。

普通徴収の人には、「介護保険料納付通
知書」（見本②）を郵送します。

　
介
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①
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縁
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縁
関
係

の
者
を
含
む
）
が
所
有
す
る
預
貯

金
な
ど
の
資
産
の
合
計
金
額
が
、

配
偶
者
が
い
る
人
は
２
０
０
０
万

円
以
下
、
配
偶
者
が
い
な
い
人
は

１
０
０
０
万
円
以
下

　
対
象
と
な
る
人
に
は
「
介
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介
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付
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又
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。

　
８
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31
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か
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な
り
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す
。
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介
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を
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桐
生
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あ
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、
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付
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。
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マ
イ
ナ
ン
バ
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ー
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申
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た
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順
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通
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を
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送
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て
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ま
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い
た
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定
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交
付
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へ
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「
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
」
を
御

用
意
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
本

人
確
認
の
上
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
交
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
、
交
付
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま

っ
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

は
市
で
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、

「
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
」
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し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

・
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

・
通
知
カ
ー
ド
（
回
収
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
）

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
人
の
み
、
回
収
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
）

・
本
人
確
認
書
類（
表
１
の
と
お
り
）

　
交
付
の
際
に
は
マ
イ
ナ
ン
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ー
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ー
ド
用
の
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証
番
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設
定
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必
要
に
な
り
ま
す
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証
番
号

（
表
２
）
を
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ら
か
じ
め
考
え
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
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ナ
ン
バ
ー
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ー
ド

を
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れ
て
、
１
か
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以
上
過

ぎ
て
も
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付
通
知
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が
届
か
な
い
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合
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、
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課
住
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係
（
☎
内

線
２
４
５
・
２
４
６
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合
わ
せ
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だ
さ
い
。

次のうちから 1点 住民基本台帳カード（写真付きに限る）、運転免許証、
運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年 4月 1日以
降のものに限る）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証
明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

上記をお持ちでない
人は、次の中から２
点以上

健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、
学校名が記載された各種書類、住所欄の記載のある預
金通帳、医療受給者証など

・署名用電子証明書 英数字 6文字以上 16 文字以下で設定できます。
英字は大文字のＡからＺまで、数字は 0から 9ま
でが利用でき、いずれも 1つ以上必要です。

・利用者用電子証明書
・住民基本台帳
・券面事項入力補助用

数字 4桁（同じ暗証番号を設定することもできま
す）

　4月19日から受け付けている高
齢者向け給付金（年金生活者等支
援臨時福祉給付金）の申請受け付
けは、7月29日（金）まで（当日
消印有効）です。
　申請が済んでない人は、早目に
申請をお願いします。申請期限ま
でに申請が間に合わなかった場合
は、災害などやむを得ない場合を
除き給付金は支給できませんので、
御注意ください。
　問い合わせは、長寿支援課臨時
福祉給付金専用ダイヤル（☎22-
3351）へ。

高齢者向け給付金
申請は７月29日（金）まで

９月４日（日）開催

プロ野球イースタン・リーグ公式戦

北海道日本ハムファイターズ

埼玉西武ライオンズ
対

20
日
（
水
）
～
９
月
３
日
（
土
）

※
当
日
券
９
月
４
日
（
日
）

入
場
券
の
販
売

前
売
券
＝
内
野
席
大
人
１
３
０
０

円
、小
人
８
０
０
円
、外
野
席
大
人

８
０
０
円
、小
人
５
０
０
円

当
日
券
＝
内
野
席
大
人
１
６
０
０

円
、小
人
１
０
０
０
円
、外
野
席
大

人
１
０
０
０
円
、小
人
７
０
０
円

※
小
人
は
高
校
生
以
下
（
未
就
学

児
は
無
料
）

販
売
場
所
＝
市
役
所
４
階
の
ス
ポ
ー

ツ
体
育
課
、新
里
公
民
館
、黒
保
根

公
民
館（
土
、日
、祝
日
を
除
く
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）、市

民
体
育
館（
午
前
９
時
か
ら
午
後

５
時
ま
で
）、市
民
文
化
会
館（
８

月
15
日
及
び
各
火
曜
日
を
除
く
午

前
９
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
）

※
当
日
券
は
、桐
生
球
場
で
の
み

販
売
し
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
体

育
課
（
☎
内
線
６
５
８
）
へ
。

期
日
＝
９
月
４
日
（
日
）

時
間
＝
午
後
１
時
試
合
開
始

場
所
＝
桐
生
球
場

入
場
券
販
売
期
間
＝
前
売
券
７
月

表１＝本人確認書類

表２＝暗証番号

※カードの交付は本人のみです。入院など、やむを得ない理由により、本人が受
　け取ることができない場合は、事前に市民課住民係にお問い合わせください。

13 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111


